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第１章 道路交通環境の整備 

                       佐久警察署 

令和５年度事業方針 

１ 交通安全施設等の整備 

（１）公安委員会に関する事項 

安全・安心で快適な交通環境整備のため、実態に即した交通安全施設の整備、通学路対策、交

通事故多発交差点対策を推進します。 

 

ア 交通施設の LCC（ライフサイクルコスト）低減に向けた取組み 

（ア）信号機の設置基準に照らして必要性の低下した信号機や一灯式信号機を撤去し、一時停止

の交通規制等を実施します。 

（イ）信号灯器の LED化と省略可能な信号灯器の撤去による省エネ効果の向上とともに、二酸化

炭素の排出量の抑制を図りゼロカーボン化を推進します。 

（ウ）拡大標識の更新に合わせ、真に必要なものを除き、路側標識への見直しを検討する。 

イ 道路標識・表示の整備 

（ア）変化する交通環境から児童、高齢者等の交通弱者の保護を目的とした走行速度の抑制等、

安全・快適な歩行空間を創出するための交通規制等の実施及び通学路や生活道路における安

全対策を推進します。 

（イ）道路標識の視認性向上のために、道路標識の高輝度化を推進するとともに景観及び環境に

配意した標識の整備を推進します。 

（ウ）事故多発交差点等に対する事故防止対策を推進します。 

（エ）速度、駐車禁止等交通規制の見直しを含め、交通環境状況に応じた安全施設の整備を推進

します。 

 

令和５年度実施計画 

 

区  分 事業量 場所・内容等 

信号 信号機改良（予定） 15基 長土呂西ほか 14基 

信号機新設（予定） １基 取出町相生交差点（移設） 

標示 横断歩道新設（予定） 2箇所 浅間小学校ほか 1か所 

標識 

道路標識 一時停止新設 0箇所 ― 

道路標識 

標示整備 

既設道路標識 

道路標示整備 

30本 

3,500ｍ 

市内老朽化標識交換 

市内横断歩道・停止線等 

  ※ 実施計画記載事項は、設置を確約するものではありません。 
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佐久建設事務所 

 

令和５年度事業方針 

 

（２）道路管理者に関する事項 

ア 国道及び県道 

  （ア）安全で快適な交通環境の整備 

ａ 交通事故の発生実態や高齢者等交通弱者の道路利用実態を踏まえた交通安全施設整備

を推進し、安全で快適な交通環境の改善に努めます。 

   ｂ 安全でスムーズな道路交通を確保するため、交差点の改良や歩道の整備を推進しま

す。 

ｃ 通学路の安全を確保するため、歩道の整備及び交通安全施設の整備を推進します。 

令和５年度実施計画 

 

工  種 事業量 事業費（千円） 摘  要 

法
に
基
づ
く
交
通
安
全
施
設 

第
１
種 

歩道 400m 

69m 

7,000 

26,444 

測量、詳細設計 

佐久平駅南 

歩道切下げ    

視覚障害者誘導用ブロック    

自転車歩行者道    

地下横断歩道    

その他    

第
２
種 

道路照明    

防護柵 80．0 3,000 （主）香坂中込線 

道路標識 2枚 3,000 更新（国）141号他 

区画線 17.2㎞ 7,500 （国）141号他 

視線誘導線    

道路反射鏡    

その他（転落防止柵）    

その他（ボラード）    

そ
の
他 

グリーンベルト標示    

歩道舗装    

草刈    
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市建設部土木課 

 

令和５年度事業方針 
 

イ 市道 

市道における交通安全対策のため、道路反射鏡・防護柵・区画線・交差点改良等の安全施  

設整備を実施することにより、市民の交通安全や利便性を図ります。 

（ア）事業内容 

カーブミラー及び防護柵の設置、区画線、グリーンベルト等の整備を実施します。 

 

令和５年度実施計画 

 

工  種 事業量 事業費（千円） 摘  要 

法
に
基
づ
く
交
通
安
全
施
設 

第
１
種 

歩道    

歩道切下げ    

視覚障害者誘導用ブロック    

自転車歩行者道    

地下横断歩道    

その他    

第
２
種 

道路照明    

防護柵 100m 2,000  

道路標識 5基 1,000  

区画線 20,000m 12,000  

視線誘導線    

道路反射鏡 60基 15,000  

その他    

そ
の
他 

グリーンベルト標示 2,000m 10,000  

カラー舗装    

草刈 200㎞ 9,500  
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市経済部耕地林務課 

 

令和５年度事業方針 

 

ウ 農道 

（ア）農道や農業用排水路の危険箇所に、ガードレールや防護柵等の交通安全施設を設置します。 

（イ）農業用車両のみでなく一般車両も含めた交通が、交通事故の危険性を増大させているため、 

付帯する各種安全施設について、危険箇所を作らないことを目標に、計画設計段階から公安

委員会の指導のもと安全な農道整備を図ります。 

 

エ 林道 

（ア）林道の危険箇所には、ガードレールなど交通安全施設を設置します。 

（イ）一般通行車両の多い路線やその他緊急に交通の安全を確保する必要がある路線について、

改良等を行います。 

令和５年度実施計画 
   

 農道 

舗装新設 砕石支給 生コン支給 

700㎥ 500 ㎥ 300 ㎥ 

 

 林道 

舗装新設 不陸整正 高枝切 丸太筋工 草刈 

100ｍ 500ｍ 500ｍ 0ｍ 129,598ｍ 
 

 

不陸整正…地面のくぼみや穴を埋めたり均したりする作業 

丸田筋工…山腹に間伐した丸太等を柵状に配置し、斜面の土留めや緑化を行う作業 
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市建設部土木課．環境部生活環境課 

 

令和５年度事業方針 

 

２ その他道路交通環境の整備 

（１）放置自転車対策 

道路交通の安全確保及び道路環境の整備を図るため、道路管理者は学校教育機関及び交通管理

者と連携して、地域の実情に即した環境整備対策を講じます。 

また、既存の自転車駐輪場の利用促進を図るとともに、自転車駐輪場の整備、整頓に配意し、

歩行空間の確保に努めます。 

  

（２）法定外交通安全看板の設置 

市内の交通危険箇所等に、速度抑制、一時停止、徐行等を徹底させるための法定外看板を設置

し、通行車両等に注意喚起を行い、交通安全を推進します。 

令和５年度実施計画 

 

１ 放置自転車対策 

佐久市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、交通の妨げとなる放置自転車を排除し、自

転車通行及び歩行者の通行を確保することにより、放置自転車が原因となる交通事故を防止する

ため、次の事項を実施します。 

（１）通学に自転車を利用する高校生等の学校と協力して、自転車放置防止の指導を行います。 

（２）市営駐輪場、市道等歩道上の放置自転車を管理者権限により適宜排除します。 

 

２ 法定外交通安全看板の設置 

市内各区からの要望に基づき、自動車等の運転者に対する交通事故防止注意喚起看板を作成し、 

要望区等に交付します。 
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第２章 交通安全意識の普及徹底 

市環境部生活環境課 

令和５年度事業方針 

 

１ 交通安全教育の推進 

交通安全教育は、家庭での教育から始まり、学校における組織的・体系的な教育、運転者の資質

向上の教育、高齢者への教育に至るまで、生涯にわたって段階的かつ継続的に推進する必要があり

ます。 

このため、心身の発達段階、道路交通への参加の態様等に応じて、教育の様々な場面を活用し、

交通安全教育の推進を図ります。 

（１）保育所、幼稚園、学校等における安全教育 

学校教育等の場においては、人間形成の一環として、人命尊重及び遵法の精神に立脚し、交

通事故から自分の生命を守る知識、能力及び行動等を習得させ、交通安全の優れた実践者を育成

するため、計画的に教育を推進します。 

 

（２）社会教育における交通安全指導 

    広く住民に交通安全意識の浸透を図るため、社会教育の場と機会を活用して、交通安全意識の

高揚に努めます。 

 

２ 交通安全運動の推進 

（１）季別の交通安全運動 

季別に実施される交通安全運動に伴い関係機関と連携協力し、交通事故発生状況を踏まえた交

通安全啓発、指導、教育活動を展開し、交通事故防止に効果的な対策を推進します。 

 

（２）その他年間を通じて行う交通安全活動 

ア 高齢者の交通事故防止と運転免許証自主返納者への支援 

  イ 通学路の交通事故防止対策 

  ウ 自転車安全利用の促進（ヘルメット着用・保険加入） 

  エ シートベルト及びチャイルドシートの着用率向上 

  オ 飲酒運転の根絶 

 

（３）啓発日の設定 

家庭、地域、学校では啓発日を活用して各種の行事を実施するなど、一人ひとりの交通安全

意識の高揚を図ります。 

 

（４）緊急対策等の実施 

   ア 交通死亡事故現地診断の実施と再発防止検討会の開催 

  イ 広報啓発活動による周知と安全意識の醸成 

ウ 交通死亡事故多発非常事態宣言の発令 
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令和５年度実施計画 

                  

保 育 所

幼 稚 園 

１ 保育所・幼稚園の要請に応じて、警察、交通指導員会等と連携して交通安全教室

に参加し、園児・保護者の交通安全意識の高揚を図ります。 

２ 保育所、幼稚園周辺道路の危険箇所に足型ストップマークペイントを実施します。 

３ 保護者会・ＰＴＡ等の協力を得て、地域・家庭ぐるみの交通安全教育を推進し、

交通安全意識の高揚を図ります。 

４ ＰＴＡ・地域の交通安全協会等の協力による保育所・幼稚園施設周辺における街

頭指導を行います。 

５ 交通安全教育ＤＶＤ、再生機器の無償貸出しを行い、交通安全教育の支援を行い

ます。 

６ 保育所・幼稚園のお散歩ルートについて、危険箇所を把握するため、警察・道路

管理者等と連携を図り、安全なルート選定を行います。 

小 学 校

中 学 校 

１ 学校・警察・佐久市交通指導員会等と連携して、交通安全教室を開催し、児童・

生徒の交通安全意識の高揚を図ります。 

２ 交通安全啓発品を配布し、交通安全意識の高揚を図ります。 

３ 市内在住の小学校２年生に交通安全養育教材を配布し、児童及びその家族の交通

安全意識の高揚を図ります。 

高 齢 者 

１ 地域や佐久市シニアクラブ連合会等の要請に応じて出前講座を開催し、高齢者の

交通安全意識の高揚を図ります。 

２ シルバー人材センター等の高齢者支援組織と連携し、高齢ドライバーを対象とし

た「シルバー運転教室」を開催します。 

３ 交通安全教育ＤＶＤ、再生機器の無償貸出しを行い、交通安全教育の支援を行い

ます。 

４ 運転免許証自主返納制度の周知と運転免許証自主返納者への支援を行います。 

地  域 

１ 広報紙やＦＭ、ケーブルテレビ等を活用した広報啓発活動を行います。 

２ 防災無線を活用し、季別交通安全運動の実施を周知するほか、交通死亡事故発生

時には、遅滞なく交通安全の注意喚起を行います。 

３ 交通安全教育ＤＶＤの貸出しを促進する等、広く市民の交通安全意識の高揚を図

ります。 

４ 自転車利用者に対し、自転車利用時のヘルメット着用や交通ルールの順守を図り

ます。 

季別 
交通安全 
運動 

春の全国交通安全運動 

5月 11日（木）～5月 20日（土）

10日間 

 広く県民に交通安全知識の普及と交通安全意識の

高揚を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣付けるよう呼びかけます。 

・交通安全人波作戦 ・広報啓発 

夏の交通安全やまびこ運動 

7月 22日（土）～7月 31日（月）

10日間 

 夏の行楽・帰省シーズンにおける、交通事故を防

止するための交通安全を呼びかけます。 

・交通安全人波作戦 ・広報啓発 

・交通安全啓発品の配布 
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秋の全国交通安全運動 

9月 21日（木）～9月 30日（土）

10日間 

 広く県民に交通安全知識の普及と交通安全意識の

高揚を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣付けるよう呼びかけます。 

・交通安全人波作戦 ・広報啓発 

・交通安全啓発品の配布 ・夜光反射材の普及 

年末の交通安全運動 

12 月 15 日（金）～12 月 31 日

（日）17日間 

 年末は飲酒の機会が多く、降雪や凍結等の道路環

境の悪化も加わり、交通事故の多発が予想されるた

め、広く県民及び県外者に交通安全を呼びかけます。 

・交通安全人波作戦 ・広報啓発 

・交通安全啓発品の配布 ・夜光反射材の普及 

・飲酒運転撲滅活動 

交通事故
防止市民
週間 

夕暮れが早まる 11月以降、夕方・夜間の交通事故が増加する傾向にあり、過去にも

市内での死亡事故が複数件発生していることから、市民総ぐるみで交通事故を防ぐ市

民週間を実施します。（11月実施予定） 

啓発日の 
設定 

１ 交通安全の日 毎月５日と２０日 

 佐久市交通指導員等による街頭指導、広報、啓発活動を強化します。 

２ シートベルト啓発の日（シートの日） 毎月４日、１４日、２４日 

 シートベルト・チャイルドシート着用の徹底を図るための広報啓発活動と街頭指

導を強化します。 

３ 二輪車交通安全の日(全国統一バイクの日) ８月１９日（土） 

 二輪車の事故防止を図るための啓発活動を強化します。 

４ 自転車の日 ５月５日（金） 

緊急対策
等の実施 

１ 現地診断の実施 

  死亡事故が発生した場合、関係機関・団体に参集を求め、現地診断を実施すると

ともに再発防止検討会を開催して、迅速な再発防止対策を講じます。 

２ 広報啓発活動の強化 

  交通事故の発生実態や特徴を踏まえ関係機関等と連携し、文書回覧、放送施設等

による広報啓発活動を強化し、市民の交通安全意識の高揚に努めます。 

３ 交通死亡事故多発非常事態宣言 

  交通事故が例年より相当早いペースで発生、または一定期間連続して発生するな

ど市民の日常生活に大きな危険と脅威を与える事態に至った場合には、「佐久市交通

安全条例」に基づき「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、市民総ぐるみで

交通安全意識の高揚を図り、交通死亡事故の発生を抑止します。 
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第３章 救助・救急体制の整備 

 佐久消防署・川西消防署・北部消防署 

 

令和５年度事業方針（消防署共通） 

 

１ 救助・救急体制の整備 

 

２ ドクターヘリ・ドクターカーの活用促進 

 

３ 救急法の普及 

令和５年度実施計画 

 

１ 救助・救急体制の整備 

（１）佐久消防署 

公私にわたり交通ルールを順守し緊急自動車運転時の交通事故防止に取り組み、経験未熟な

若年化する組織内においては多岐にわたる訓練を取り入れ、現有する資器材を有効に活用し、

質の高い事故対応力を習得し救助・救急体制整備に努めます。 

（２）川西消防署 

出動車両の法定点検及び始業前点検の実施。救助・救急における各種資器材の点検及び訓

練を実施します。救急指定病院との事例検討会等を通じ、交通外傷の処置方法を習得します。 

（３）北部消防署 

  公私にわたり交通ルールを順守し緊急自動車運転時の交通事故防止に取り組み、経験未熟な

若年化する組織内においては多岐にわたる訓練を取り入れ、現有する資器材を有効に活用し、

質の高い事故対応力を習得し救助・救急体制整備に努めます。 

 

２ ドクターヘリ・ドクターカーの活用促進 

（１）佐久消防署 

救急隊員として交通事故現場における負傷者の人命に関わる緊急度、重症度の容態観察力

を養うとともに、負傷者にとって早期の治療が開始され救命率の向上及び後遺症の軽減が図

られるよう、ドクターヘリ及びドクターカーの積極的な活用促進を図ります。また、地域医

療機関との連携体制をより一層強化します。 

（２）川西消防署 

消防指令センター等と連携を図り、重篤な傷病者を早期に医師の管理下に置き、治癒まで

の期間を短縮するため、事故等の発生状況及び地域に応じ、ドクターヘリ及びドクターカー

を積極的に要請します。 

（３）北部消防署 

隔月開催のドクターヘリ事後検証会議への積極的な参加。医療関係者との情報交換及び関

係構築を行います。 

 

 

 



10 

 

３ 救急法の普及 

（１）佐久消防署 

救急隊が到着するまでの間、現場に居合わせた人によって早期に適切な応急救護処置が行わ

れるよう、救命講習・応急手当講習等を促進します。 

（２）川西消防署 

応急手当講習会・救命講習会を通じて、迅速かつ的確な応急手当が実施できるよう、住民に

対し知識及び技能を普及することにより、救命率の向上を図ります。また、広報紙、ケーブル

テレビ等を活用した各種事故等に対する普及啓発を行います。 

（３）北部消防署 

普通救命講習等を実施します。 
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第４章 被害者援護体制の充実 

 市環境部生活環境課 

 

  

令和５年度事業方針 

 

１ 交通災害共済制度の普及促進 

交通事故により被害を受けた人を救済するため、県内15市が共同で行っている「長野県民交通災害

共済組合」の交通災害共済制度を広く市民に周知し、未加入者の加入促進を図ります。 

交通事故により負傷した場合、入院（通院）日数に応じてお見舞金を支給します。 

（１）年会費 

ア 一般会員 1人400円 

イ 特別会員 1人100円又は400円（公費負担） 

３歳以上15歳未満、生活保護家庭、身体障害者手帳1・2級該当者、療育手帳所持者を対象とします。 

（２）交通災害見舞金額 

死亡時の１００万円を上限、入（通）院日数により１２等級に分かれており、最低保障２万円（通

院２日～） 

請求期限は交通事故発生日より２年間 

令和５年度実施計画 

 

１ 交通災害共済制度の普及促進 

  市が発行する広報誌やＦＭラジオ放送等のメディアを活用しての広報周知を積極的に行い、制度

の普及と加入促進を図ります。 

２ 交通災害共済見舞金の的確な申請手続きの推進 

  交通災害共済見舞金の請求に対しては、規定に沿って適切に審査するとともに、申請者に対して

は親切で分かりやすい説明を行い、的確に手続きを実施します。  
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第５章 鉄道交通の安全に関する施策 

ＪＲ東日本小海線統括センター 

令和５年度事業方針 

 

１ 鉄道交通における交通安全対策 

（１）踏切事故の防止 

（２）自動車運転時等の事故防止 

（３）異常時等における安全・安定輸送の確保に向けた取組み推進 

 

令和５年度実施計画 

 

１ 踏切事故の防止 

（１）踏切保安設備及び踏切警標等の点検整備の実施 

（２）踏切通行者等に対する啓発運動の推進 

ア 警察署や自治体等と連携した啓発運動の実施 

イ 模擬踏切等を活用した保育園や幼稚園児への出前講座の実施 

２ 自動車運転時等の事故防止 

（１）全国交通安全運動の実施にあわせ社員教育を実施 

（２）交通機関に従事する者として交通マナー向上教育を実施 

３ 異常時等における踏切の安全確保に向けた取組みの推進 

（１）災害発生時における迅速かつ的確な避難誘導及び情報提供を実施 

（２）社内訓練会など異常時対応能力向上に向けた取組みを実施 

  ア 列車疎開訓練等、防災・減災に向けた訓練を展開 
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第６章 通学路の交通安全対策 

佐久市通学路安全推進会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度事業方針 

 

１ 通学路における交通安全対策 

（１）通学路の安全確保 

通学路交通安全プログラムに基づき、道路管理者、交通管理者等と連携して、児童生徒が安

全に登下校できるよう通学路の安全確保を図ります。 

令和５年度実施計画 

 

１ 通学路の安全確保 

（１）通学路安全推進会議では、通学路の危険箇所をメンバーで共有し、通学路の安全対策につ

いて、より効果的な方法を検討していきます。 

（２）学校教育課、学校関係者、道路管理者及び佐久警察署等により、学校対策要望の優先順位

が高い箇所について合同点検を実施します。 

（３）通学路の要望箇所については、通学路安全推進会議のメンバーと連携を密にして対応状況

の情報共有を図ります。 

（４）安全対策については、ハード面だけでなく、ソフト面での対策も検討していきます。 
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